
第１章 児童の下校措置 

1. 下校措置の分類 

※ランク３の基準 

① 大阪府域において大規模な地震（岸和田市において震度５弱以上）が発生し、

各地で火災などが発生し交通機関が麻痺し、下校させると下校後の児童の安

全確保が難しいと判断したとき。 

② 警察及び教育委員会等の関係機関より下校を止められたとき。（震度５未満で

も上記のような安全確保が難しいと、判断する場合がある） 

※新型コロナウイルス感染症に関係する緊急下校は、「感染が判明した場合の緊急時下校対

応確認書」に基づき下校させる。 

 

2. 下校時の対応について 

（１） 緊急メールが使える場合 

 緊急メールを通じて、何時に一斉下校を行うか決定次第、できるだけ早く連

絡する。 

 警察等関係機関にも連絡し、安全確保をお願いする。 

 学童保育(チビッコ)の児童はそのまま保育を行う。（後ほど、チビッコより保護

者に連絡）                             

（２） 緊急メールが使えない場合 

 緊急時には通信が混乱し、メールが届かない場合も考えられるため、緊急時

の対応についてご家族で十分話し合っておくことをあらかじめお願いしておく。 

 連絡方法…避難場所を正門・東門に明示するとともに可能な限りハンドマイ

分類 想定される事態  対処方法 

ランク１ 大雨や暴風など、状況の悪化が予測される場合 放課後の活動を中止して、全員

一斉下校させる 

ランク２ 不審者の徘徊や災害等で児童生徒等の安全確保が

難しい場合 

職員引率のもと、町別グループ

で集団下校させる 

ランク３ 大規模な災害等で、集団下校でも児童生徒等の安全

確保が困難と判断した場合又は警察等からの指導で

下校を止められた場合 

保護者に迎えにきてもらう 
（学校園待機・保護者への引き渡
し・関係機関の協力依頼 等） 

ランク４ 校区内や近隣で凶悪犯が出没、潜伏、徘徊の情報を

得た場合、特別警報や暴風警報等の発令時、地震等

により、通学時に児童生徒等の安全確保が必要と判断

した場合。 

授業時間の繰上げ又は繰下げ 
（学校園待機・保護者への引き渡
し・関係機関の協力依頼 等） 



ク等で連絡する。 

 保 護 者…お迎えの場合は、できるだけ早く保護者（またはお迎え登録者）

に、学校（避難場所）へ迎えに来てもらう。 

 保護者には自動車ではなく、必ず、徒歩又は自転車でのお迎えをお願いする。 

 地域…町内放送が可能であれば、連町会長様を通じ、放送をお願いする。ま

た、必要な場合は、ボランティアとして学校(避難場所)へ駆けつけ安全確保

のお手伝いをお願いする。  

 引き渡しカードに記載のある人以外には引き渡さない。また、必ず教職員と引

継ぎをする。 

（３） 新型コロナウイルス感染が広がり緊急下校する場合 

  緊急下校確認シートに基づき、「お迎え」または「下校」をさせる。 

 


